
第３号様式（第６条関係） 

令和   年   月   日 

収 支 計 画 書 

 

補助対象となる産業財産権の名称：  特許権 ・ 実用新案権 ・ 意匠権 ・ 商標権       

 

 

 

収 入 の 部 支 出 の 部 

摘 要 金 額 摘 要 金 額 

自己負担金   １ ４ ５ ８ ０ ０ 出願料    １ ４ ０ ０ ０

区助成金        １ ３ ４ ０ ０ ０ 審査請求料   １ ４ ２ ０ ０ ０

         登録料    １ ３ ８ ０ ０

         弁理士等手数料   １ １ ０ ０ ０ ０

         （その他）         

         
 

        

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合 計   ２ ７ ９ ８ ０ ０ 合 計   ２ ７ ９ ８ ０ ０

 

支出の部： 対象経費の税込み金額を記載 

収入の部： 区助成金   支出の部の合計金額－消費税、その他補助対象外経費 の 1/2  

（千円未満切捨て、上限 特許 250,000 円、特許権以外 150,000 円） 

         自己負担金  支出の部の合計金額－区助成金 

区役所への提出日 

記入例 

交付申請書（第 1 号様式）の 

 １(１)総事業費と同額になります。 

収入の部・支出の部の合計が等しくなることを確認して

ください。 

★出願料、審査請求料、登録料は、特許庁

へ支払う印紙代です。特許庁により定め

られた金額に基づき計上してください。 

★弁理士手数料は、税込みの見積り金額を

計上してください。 

●区助成金は、支出の部の合計金額から 

消費税を除いた 1/2  

※千円未満は切捨て。 

※特許権：上限 25 万円 

 特許権以外：上限 15 万円 

●自己負担金は、支出の部（総事業費）の 

合計額から区助成金を引いた額。 

いずれかに〇を付けてください 


